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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の建物ユニットを組み合わせて建築される建物本体上に傾斜屋根を設け、この傾斜
屋根の軒先部を支持してなる屋根軒先部の支持構造において、
　前記建物本体にバルコニーが設けられ、このバルコニーの上方が前記傾斜屋根によって
覆われ、
　前記バルコニーに複数の支持柱が前記傾斜屋根の軒先長手方向に所定間隔で設けられて
おり、
　前記複数の支持柱の上端部にこれらを連結するようにして軒先通し梁が取り付けられ、
　この軒先通し梁によって前記傾斜屋根の軒先部が下方から支持されており、
　前記軒先通し梁は、前記軒先長手方向に延在し、かつ鉛直に配置された帯板状の柱固定
部と、この柱固定部の上縁に前記軒先長手方向に延在して形成され、かつ、前記傾斜屋根
の下面と平行に配置された帯板状の屋根固定部とを備え、
　前記柱固定部が前記複数の支持柱の上端部側面に固定され、前記屋根固定部が前記傾斜
屋根の下面に固定されていることを特徴とする屋根軒先部の支持構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の屋根軒先部の支持構造において、
　前記支持柱の軒先側を向く上端部側面に前記柱固定部が固定され、
　前記支持柱の上端に、この支持柱の軸方向と傾斜し、かつ、前記傾斜屋根の棟側を向く
傾斜面が形成され、この傾斜面の上方に前記屋根固定部が配置され、この屋根固定部が傾
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斜屋根の下面に固定されていることを特徴とする屋根軒先部の支持構造。
【請求項３】
　複数の建物ユニットを組み合わせて建築される建物本体上に傾斜屋根を設け、この傾斜
屋根の軒先部を支持してなる屋根軒先部の支持構造において、
　前記建物本体にバルコニーが設けられ、このバルコニーの上方が前記傾斜屋根によって
覆われ、
　前記バルコニーに複数の支持柱が前記傾斜屋根の軒先長手方向に所定間隔で設けられて
おり、
　前記複数の支持柱の上端部にこれらを連結するようにして軒先通し梁が取り付けられ、
　この軒先通し梁によって前記傾斜屋根の軒先部が下方から支持されており、
　前記傾斜屋根の軒先部の下方に軒天井が設けられており、
　前記軒先通し梁は前記傾斜屋根と軒天井との間に配置されていることを特徴とする屋根
軒先部の支持構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の屋根軒先部の支持構造において、
　前記バルコニーは前記建物本体に、当該建物本体から延出するようにして取り付けられ
ており、
　前記バルコニーの先端部が当該バルコニーの下方に設けられた複数の柱によって下方か
ら支持されており、
　これら柱の延長上に前記支持柱が設けられていることを特徴とする屋根軒先部の支持構
造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅等の建物の屋根軒先部の支持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の建物ユニットを組み合わせて建物本体が建てられ、この建物本体上に設けられた
傾斜屋根によって当該建物本体に設けられているバルコニーの上方が覆われているユニッ
ト式建物の一例として特許文献１に記載のものが知られている。
　このユニット式建物では、バルコニーは、バルコニー本体と、このバルコニー本体の角
部に立設されたバルコニー用の柱と、この柱に支持され天井部分を構成する天井パネルと
を有する構造となっている。この天井パネルは、矩形状の骨組みに複数の天井小梁が設け
られた構造あるいは互いに直交に結合された長梁及び短梁の間に補助梁が架設された構造
である。バルコニーと隣合う上階用建物ユニットの上部側面にはブラケットが設けられ、
これらのブラケットに天井パネルの角部が支持されている。天井パネルの上部には束及び
パネル取付具が取り付けられ、これらの束およびパネル取付具により屋根パネルが支持さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－８２０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記のようなユニット式建物では、屋根の軒先部の角部はバルコニーに設け
られた柱によって支持されているが、屋根の軒先部の大部分は、矩形状の骨組みに複数の
天井小梁が設けられた構造の天井パネルによって支持されており、この天井パネルはバル
コニーと隣合う上階用建物ユニットの上部側面に設けられたブラケットによって支持され
ている。つまり、天井パネルはブラケットを介して上階用建物ユニットによって支持され
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ている。
　したがって、バルコニーの横に上階用建物ユニットが存在していない場合、天井パネル
を支持することができないので、バルコニーの上方を覆っている傾斜屋根の軒先部を支持
するのが困難であった。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、複数の建物ユニットを組み合わせて建築さ
れる建物本体に設けられたバルコニーの上方が傾斜屋根によって覆われている場合に、こ
の傾斜屋根の軒先部を確実に支持できる屋根軒先部の支持構造を提供することを課題とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、図１～図３に示すように、複数
の建物ユニット１を組み合わせて建築される建物本体２上に傾斜屋根３を設け、この傾斜
屋根３の軒先部を支持してなる屋根軒先部の支持構造において、
　前記建物本体２にバルコニー６が設けられ、このバルコニー６の上方が前記傾斜屋根３
によって覆われ、
　前記バルコニー６に複数の支持柱２５が前記傾斜屋根３の軒先長手方向に所定間隔で設
けられており、
　前記複数の支持柱２５の上端部にこれらを連結するようにして軒先通し梁３０が取り付
けられ、
　この軒先通し梁３０によって前記傾斜屋根３の軒先部が下方から支持されており、
　前記軒先通し梁３０は、前記軒先長手方向に延在し、かつ鉛直に配置された帯板状の柱
固定部３０ａと、この柱固定部３０ａの上縁に前記軒先長手方向に延在して形成され、か
つ、前記傾斜屋根３の下面と平行に配置された帯板状の屋根固定部３０ｂとを備え、
　前記柱固定部３０ａが前記複数の支持柱２５の上端部側面に固定され、前記屋根固定部
３０ｂが前記傾斜屋根３の下面に固定されていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、バルコニー６に複数の支持柱２５が傾斜屋根３の軒先
長手方向に所定間隔で設けられており、複数の支持柱２５の上端部にこれらを連結するよ
うにして軒先通し梁３０が取り付けられ、この軒先通し梁３０によって傾斜屋根３の軒先
部が下方から支持されているので、バルコニー６上の傾斜屋根３の軒先部を確実に支持で
きる。
　また、軒先通し梁３０によって傾斜屋根３の軒先部を支持しているので、例えば、傾斜
屋根３を複数の屋根パネルを横方向に接合して形成した場合であっても、傾斜屋根３の軒
先部を屋根パネルの接合位置に拘わらず、確実に支持することができる。
【０００９】
　また、軒先通し梁３０の柱固定部３０ａが複数の支持柱２５の上端部側面に固定されて
いるので、複数の支持柱２５の上端部を容易かつ強固に連結することができる。また、屋
根固定部３０ｂが傾斜屋根３の下面に固定されているので、軒先通し梁３０によって傾斜
屋根３を下方から安定的に支持できる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の屋根軒先部の支持構造において、
　前記支持柱２５の軒先側を向く上端部側面に前記柱固定部３０ａが固定され、
　前記支持柱２５の上端に、この支持柱２５の軸方向と傾斜し、かつ、前記傾斜屋根３の
棟側を向く傾斜面２６ａが形成され、この傾斜面２６ａの上方に前記屋根固定部３０ｂが
配置され、この屋根固定部３０ｂが傾斜屋根３の下面に固定されていることを特徴とする
。
【００１１】
　請求項２に記載の発明によれば、支持柱２５の上端に形成された傾斜面２６ａの上方に
、屋根固定部３０ｂが配置され、この屋根固定部３０ｂが傾斜屋根３の下面に固定されて
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いるので、傾斜面２６ａと屋根固定部３０ｂとの間に設けられた空間を利用して屋根固定
部３０ｂを傾斜屋根３の下面にボルト止めによって強固に固定できる。
【００１２】
　上記課題を解決するために、請求項３に記載の発明は、図１～図３に示すように、複数
の建物ユニット１を組み合わせて建築される建物本体２上に傾斜屋根３を設け、この傾斜
屋根３の軒先部を支持してなる屋根軒先部の支持構造において、
　前記建物本体２にバルコニー６が設けられ、このバルコニー６の上方が前記傾斜屋根３
によって覆われ、
　前記バルコニー６に複数の支持柱２５が前記傾斜屋根３の軒先長手方向に所定間隔で設
けられており、
　前記複数の支持柱２５の上端部にこれらを連結するようにして軒先通し梁３０が取り付
けられ、
　この軒先通し梁３０によって前記傾斜屋根３の軒先部が下方から支持されており、
　前記傾斜屋根３の軒先部の下方に軒天井１１が設けられており、
　前記軒先通し梁３０は前記傾斜屋根３と軒天井１１との間に配置されていることを特徴
とする。
【００１３】
　請求項３に記載の発明によれば、バルコニー６に複数の支持柱２５が傾斜屋根３の軒先
長手方向に所定間隔で設けられており、複数の支持柱２５の上端部にこれらを連結するよ
うにして軒先通し梁３０が取り付けられ、この軒先通し梁３０によって傾斜屋根３の軒先
部が下方から支持されているので、バルコニー６上の傾斜屋根３の軒先部を確実に支持で
きる。
　また、軒先通し梁３０によって傾斜屋根３の軒先部を支持しているので、例えば、傾斜
屋根３を複数の屋根パネルを横方向に接合して形成した場合であっても、傾斜屋根３の軒
先部を屋根パネルの接合位置に拘わらず、確実に支持することができる。
　また、軒先通し梁３０が傾斜屋根３と軒天井１１との間に配置されているので、軒先通
し梁３０や、支持柱２５と軒先通し梁３０との接合部、軒先通し梁３０と傾斜屋根３との
接合部を隠すことができ、秀麗な仕上がりとすることができる。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の屋根軒先部の支持構造
において、
　前記バルコニー６は前記建物本体２に、当該建物本体２から延出するようにして取り付
けられており、
　前記バルコニー６の先端部が当該バルコニー６の下方に設けられた複数の柱２０によっ
て下方から支持されており、
　これら柱２０の延長上に前記支持柱２５が設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項４に記載の発明によれば、建物本体２に、当該建物本体２から延出するようにし
て取り付けられたバルコニー６をその下方に設けられた複数の柱２０によって下方から支
持できる。また、これら柱２０の延長上に前記支持柱２５が設けられているので、支持柱
２５に傾斜屋根３の軒先部から作用する下向きの力を支持柱２５から柱２０に確実に伝達
でき、よって、バルコニー６が建物本体２から延出するものであっても、傾斜屋根３の軒
先部を確実に支持できる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、バルコニーに複数の支持柱が傾斜屋根の軒先長手方向に所定間隔で設
けられており、複数の支持柱の上端部にこれらを連結するようにして軒先通し梁が取り付
けられ、この軒先通し梁によって傾斜屋根の軒先部が下方から支持されているので、バル
コニー上の傾斜屋根の軒先部を確実に支持できる。
　また、通し梁によって傾斜屋根の軒先部を支持しているので、例えば、傾斜屋根を複数
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の屋根パネルを横方向に接合して形成した場合であっても、傾斜屋根の軒先部を屋根パネ
ルの接合位置に拘わらず、確実に支持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る屋根軒先部の支持構造の一例を示すもので、ユニット式建物の一部
を示す側断面図である。
【図２】同、図１におけるＸ円部の拡大図である。
【図３】同、ユニット式建物の全体を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明に係る屋根軒先部の支持構造の一例について説明する。
　図１は、本発明に係る屋根軒先部の支持構造を備えたユニット式建物の一部を示す側断
面図、図２は、図１におけるＸ円部の拡大図、図３はユニット式建物の全体を示す概略構
成図である。
【００１９】
　図３に示すように、本発明に係る屋根軒先部の支持構造は、複数の建物ユニット１を組
み合わせて建築される建物本体２上に設けられた傾斜屋根３の軒先部を支持してなる構造
である。
　前記建物ユニットは、四隅の柱の上下端を天井梁および床梁で連結した箱状のフレーム
を有するものが一般的である。フレームには、天井梁に支持される天井面材、床梁に支持
される床面材および部屋を仕切る間仕切壁等の内装材や、軽量気泡コンクリート等で形成
された外壁等の外装材が工場で組付けられる。
【００２０】
　本実施の形態におけるユニット式建物は、例えば図３（ａ）、（ｂ）に示すように、複
数の建物ユニット１を組み合わせて建築される２階建ての建物本体２を有している。建物
本体２上には、図３（ａ）に示すように、片流れの傾斜屋根３や、図３（ｂ）に示すよう
に、棟部に段差部を有する大きな傾斜屋根３と小さな傾斜屋根４とからなる屋根が設けら
れている。なお、本発明では、傾斜屋根３は他の形式の屋根であってもよい。要は、傾斜
屋根の軒先部が支持された構造のものであればよい。また、建物本体２にはバルコニー６
が設けられている。
【００２１】
　図１は、図３（ａ）、（ｂ）におけるＹ楕円部の拡大図である。
　傾斜屋根３は複数の屋根パネルを接合することによって構成されており、この傾斜屋根
３の野地板３ａの上面には、屋根瓦３ｂが取り付けられている。なお、屋根パネルは傾斜
屋根３の傾斜方向および軒先長手方向の双方向において複数配置され接合されている。ま
た、図１においては、傾斜屋根３の軒先部のみに屋根瓦３ｂを図示しているが、実際は屋
根瓦３ｂは傾斜屋根３の全体に設けられている。
　傾斜屋根３の軒先には、図２に示すように、鼻隠し３ｃが垂木３ｄの先端面に固定され
て設けられている。この鼻隠し３ｃは木製の帯板状の鼻隠し板を上下に接合することによ
って構成されており、当該鼻隠し３ｃは、傾斜屋根３の下面より下方に延出している。
　鼻隠し３ｃの上部には、軒樋７が鼻隠し３ｃと平行に固定されている。一方、野地板３
ａの先端上面には軒先水切り８が取り付けられており、この軒先水切り８は軒樋７に向け
て延出しており、その先端は軒樋７の内側に位置している。
【００２２】
　図１および図２に示すように、前記鼻隠し３ｃと建物本体２の外壁１０との間は、傾斜
屋根３の傾斜方向と平行に傾斜している軒天井１１によって覆われている。この軒天井１
１の裏側（上面側）には野縁１２，１２が設けられている。野縁１２，１２は軒天井１１
の先端部と基端部とに配置されており、この野縁１２，１２に釘やビス等の止着材によっ
て軒天井１１が固定されている。なお、野縁１２，１２は例えば図示しない吊木等によっ
て傾斜屋根３の垂木３ｄによって吊持されている。
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　前記軒天井１１は、傾斜屋根３の下方に当該傾斜屋根３から所定距離離間して配置され
るとともに、傾斜屋根３と平行に傾斜している。
【００２３】
　図２に示すように、鼻隠し３ｃの前面には、第１化粧板１３が取り付けられており、こ
の第１化粧板１３の下端部は鼻隠し３ｃより下方で内側に直角に折曲されている。また、
軒天井１１の先端部には、第２化粧板１４が取り付けられている。この第２化粧板１４は
凹溝を有しており、この凹溝に軒天井１１の先端部を挿入することによって、当該軒天井
１１に取り付けられている。第１化粧板１３の先端１３ａと、第２化粧板１４の下端との
間には、所定の通気用隙間１５が設けられている。
　また、鼻隠し３ｃの下面には、換気スリット部材１６が前記軒天井１１に向けて延出し
て取り付けられており、この延出した部分は前記第２化粧板１４に、軒天井１１の裏側で
固定されている。換気スリット部材１６は複数の換気孔１６ａを備えており、この換気孔
１６ａは鼻隠し３ｃより内側に配置されている。さらに、換気スリット部材１６には、火
災時に発泡して換気スリット部材１６と第１化粧板１３の下壁部１３ｂとの間の隙間を塞
ぐ防火発泡材１７が設けられている。
【００２４】
　図１に示すように、建物本体２には、バルコニー６が建物本体２から延出するようにし
て取り付けられている。バルコニー６の基端部は、建物本体２の１階を構成する建物ユニ
ット１の天井梁または２階を構成する建物ユニット１の床梁に固定されている。
　バルコニー６の上面には、ウッドデッキ１８が設置されており、このウッドデッキ１８
の床面の高さは、建物本体２の２階の居室の床面の高さとほぼ等しくなっている。また、
バルコニー６の下側に軒天井６ａが設けられている。さらに、バルコニー６の外縁部には
手摺壁６ｂが設けられている。
　バルコニー６の先端部の下方には、ポーチ柱（柱）２０が設けられている。このポーチ
柱２０は、四角筒状の鋼材で形成された柱本体２１と、この柱本体２１の外側に、当該柱
本体２１を覆うようにして外挿された筒状の化粧部材２２とによって構成されている。柱
本体２１の下端部は地盤上に設置されたうえで、コンクリート製のポーチ２３に埋設され
ている。また、柱本体２１の上端部は前記軒天井６ａを貫通し、バルコニー６に挿入され
たうえで当該バルコニー６に固定されている。化粧部材２２はポーチ２３の上面と軒天井
６ａとの間において、柱本体２１の外側に外挿されている。
　このような構成のポーチ柱２０は、傾斜屋根３の軒先長手方向（図１において紙面と直
交する方向）に、所定間隔で複数配置されている。したがって、バルコニー６の先端部は
これらポーチ柱２０によって下方にから支持されている。
【００２５】
　前記バルコニー６の上方は、傾斜屋根３の軒先部によって覆われている。また、バルコ
ニー６の先端部には、複数の支持柱２５が傾斜屋根３の軒先長手方向（図１において紙面
と直交する方向）に所定間隔で設けられている。そして、複数の支持柱２５は前記ポーチ
柱２０の延長上に設けられている。つまり、支持柱２５とポーチ柱２０と同じ数だけ設け
られ、かつ、平面視において同位置にかつ同間隔で配置されている。
　支持柱２５は、四角筒状の鋼材で形成された柱本体２６と、この柱本体２６の外側に、
当該柱本体２６を覆うようにして外挿された筒状の化粧部材２７とによって構成されてい
る。柱本体２６の下端部はバルコニー６に挿入され、前記ポーチ柱２０の柱本体２１の上
端部と連結されている。
　化粧部材２７はバルコニー６に設置されたウッドデッキ１８の上面と軒天井１１との間
において、柱本体２６の外側に外挿されている。また、図２に示すように、化粧部材２７
の先端（上端）は軒天井１１と同方向に傾斜する傾斜板２７ａによって塞がれており、こ
の傾斜板２７ａを前記柱本体２６の上端部が貫通している。
【００２６】
　支持柱２５の柱本体２６の上端部は、図２に示すように、前記軒天井１１を貫通してお
り、この柱本体２６の上端には、この柱本体２６の軸方向と傾斜し、かつ、傾斜屋根３の



(7) JP 5833854 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

棟側を向く傾斜面２６ａが形成されている。
　一方、前記傾斜屋根３と軒天井１１との間には、軒先通し梁３０が設けられている。こ
の軒先通し梁３０は、傾斜屋根３の軒先長手方向（図２において紙面と直交する方向）に
延在する鋼材によって形成されている。
　軒先通し梁３０は、軒先長手方向に延在し、かつ鉛直に配置された帯板状の柱固定部３
０ａと、この柱固定部３０ａの上縁に軒先長手方向に延在して形成され、かつ、傾斜屋根
３の下面と平行に配置された帯板状の屋根固定部３０ｂとから構成されている。
【００２７】
　前記柱固定部３０ａには、ボルト挿通孔が形成されるとともに、当該ボルト挿通孔と同
軸に設けられたナット３１ｂが固定されている。これらボルト挿通孔およびナット３１ｂ
は、柱固定部３０ａの長手方向（図２において紙面と直交する方向）に所定間隔で複数か
つ、上下方向に所定間隔で二つ設けられている。
　そして、このような柱固定部３０ａは前記支持柱２５を構成する柱本体２６の上端部側
面に固定されている。つまり、柱本体２６の軒先側を向く上端部側面に、柱固定部３０ａ
が当接され、ボルト３１ａとナット３１ｂによって固定されている。柱本体２６の上端部
の側面には、ボルト挿通孔が前記柱固定部３０ａに形成されたボルト挿通孔と同軸に形成
されており、これらボルト挿通孔にボルト３１ａを挿入してナット３１ｂに螺合して締め
付けることによって、柱固定部３０ａが柱本体２６の上端部側面に固定されている。
　そして、全ての支持柱２５の柱本体２６の上端部側面に軒先通し梁３０の柱固定部３０
ａを固定することによって、全ての支持柱２５の上端部にこれらを連結するようにして軒
先通し梁３０が取り付けられている。
【００２８】
　前記屋根固定部３０ｂには、ボルト挿通孔が屋根固定部３０ｂの長手方向（図２におい
て紙面と直交する方向）に所定間隔で複数設けられている。
　そして、このような屋根固定部３０ｂは傾斜屋根３の下面を構成する垂木３ｄの下面に
固定されている。つまり、垂木３ｄはＨ形鋼によって形成され、屋根固定部３０ｂの長手
方向（図２において紙面と直交する方向）に、所定間隔で複数配置されている。また、屋
根固定部３０ｂは、前記柱本体２６の上端の傾斜面２６ａの上方に配置されている。さら
に、各垂木３ｄの下フランジにボルト挿通孔が屋根固定部３０ｂのボルト挿通孔に対向し
て形成されている。そして、これらボルト挿通孔にボルト３１ａを挿入してナット３１ｂ
を螺合して締め付けることによって、屋根固定部３０ｂが傾斜屋根３の下面に固定されて
いる。ボルト３１ａを挿通する場合、前記傾斜面２６ａと屋根固定部３０ｂと間の空間に
ボルト３１ａを配したうえで、前記ボルト挿通孔にボルト３１ａを挿入してナット３１ｂ
を螺合して締め付ける。
　このようにして、軒先通し梁３０によって傾斜屋根３の軒先部が下方から支持されてい
る。
【００２９】
　本実施の形態によれば、バルコニー６に複数の支持柱２５が傾斜屋根３の軒先長手方向
に所定間隔で設けられており、複数の支持柱２５の上端部にこれらを連結するようにして
軒先通し梁３０が取り付けられ、この軒先通し梁３０によって傾斜屋根３の軒先部が下方
から支持されているので、バルコニー６上の傾斜屋根３の軒先部を確実に支持できる。
　また、軒先通し梁３０によって傾斜屋根３の軒先部を支持しているので、例えば、傾斜
屋根３を複数の屋根パネルを横方向に接合して形成した場合であっても、傾斜屋根３の軒
先部を屋根パネルの接合位置に拘わらず、確実に支持することができる。
　また、軒先通し梁３０の柱固定部３０ａが複数の支持柱２５の柱本体２６の上端部側面
に固定されているので、複数の支持柱２５の上端部を容易かつ強固に連結することができ
る。また、屋根固定部３０ｂが傾斜屋根３の下面に固定されているので、軒先通し梁３０
によって傾斜屋根３を下方から安定的に支持できる。
【００３０】
　さらに、支持柱２５の柱本体２６の上端に形成された傾斜面２６ａの上方に、屋根固定



(8) JP 5833854 B2 2015.12.16

10

20

部３０ｂが配置され、この屋根固定部３０ｂが傾斜屋根３の下面に固定されているので、
傾斜面２６ａと屋根固定部３０ｂとの間に設けられた空間を利用して屋根固定部３０ｂを
傾斜屋根３の下面にボルト止めによって強固に固定できる。
　また、軒先通し梁３０が傾斜屋根３と軒天井１１との間に配置されているので、軒先通
し梁３０や、支持柱２５と軒先通し梁３０との接合部、軒先通し梁３０と傾斜屋根３との
接合部を隠すことができ、秀麗な仕上がりとすることができる。
　また、建物本体２に、当該建物本体２から延出するようにして取り付けられたバルコニ
ー６をその下方に設けられた複数のポーチ柱２０によって下方から支持できる。また、こ
れらポーチ柱２０の延長上に前記支持柱２５が設けられているので、支持柱２５に傾斜屋
根３の軒先部から作用する下向きの力を支持柱２５からポーチ柱２０に確実に伝達でき、
よって、バルコニー６が建物本体２から延出するものであっても、傾斜屋根３の軒先部を
確実に支持できる。
【符号の説明】
【００３１】
　１　建物ユニット
　２　建物本体
　３　傾斜屋根
　６　バルコニー
　１１　軒天井
　２０　ポーチ柱（柱）
　２２　支持柱
　２６ａ　傾斜面
　３０　軒先通し梁
　３０ａ　柱固定部
　３０ｂ　屋根固定部
【図１】 【図２】
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